
白川町訓令甲第４３号 

 

                               庁 中 一 般 

                               各 出 先 機 関 

 

白川町園芸用施設災害復旧支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和７年９月２５日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

   白川町園芸用施設災害復旧支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、農業者の経営維持を支援するため、気象災害等天災により被害が生

じた園芸用施設等の復旧、補強、撤去等（営農を継続するために行うものに限る。）に要

する経費に対し補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則（平成９年白

川町規則第２３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

(1) 園芸用施設 園芸作物の生産又は加工に必要な施設及びそれに付随する設備  

(2) 農業者 町内に住所を有し、園芸用施設で園芸作物を生産し、市場に出荷又は直売

施設で販売している個人若しくは法人 

（交付対象施設） 

第３条 補助金の交付の対象となる園芸用施設は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 気象災害に対する国又は県の補助事業の対象となる施設等であって、町の補助が採

択要件となっているもの 

(2) その他町長が農業者の経営維持のため支援が必要であると認めたもの 

（補助基準） 

第４条 補助の対象となる採択基準、経費の内容及び補助率等は、別表のとおりとする。 

 （被害報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする農業者は、園芸用施設の被害状況等について園芸

用施設被害状況報告書（様式第１号）により町長へ報告するものとする。 

 （交付申請） 

第６条 前条の農業者（以下「申請者」という。）は、報告した被害状況を基に白川町補助

金交付要綱（平成９年白川町訓令乙第１号。以下「要綱」という。）第３条第１項に規定

する様式に、当該様式で定める添付書類に代えて次に掲げる書類を添えて町長に提出し

なければならない。 

 (1) 園芸用施設の被害状況 



 (2) 園芸用施設の復旧に係る経費の見積書の写し 

 (3) その他町長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、要綱第５条に規定する様式により申請者に通知するもの

とする。 

(事業の着工) 

第８条 申請者は、原則として交付決定後に事業に着工しなければならない。ただし、地

域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情によると

きは、補助金交付決定前に着工することができる。 

２ 申請者は、前項ただし書の規定により着工する場合は、園芸用施設災害復旧支援事業

の事前着工届（様式第２号）を速やかに町長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第９条 第７条の規定により交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、

対象事業が完了したときは、要綱第８条第１項に規定する様式に、当該様式で定める添

付書類に代えて次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。 

 (1) 園芸用施設の復旧状況写真 

 (2) 園芸用施設の復旧に要した経費の領収書等 

 (3) その他町長が必要と認める書類 

 （確定） 

第１０条 町長は、前条の規定により提出された実績報告を審査し、対象事業の成果がこ

の要綱の趣旨を達成していると認めるときは、補助金の額を確定し、要綱第１０条に規

定する様式により、速やかに当該交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第１１条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた交付決定者は、要綱第１２条に

規定する様式を町長に提出し、補助金を請求するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるとき

は、当該取消しに係る補助金の返還を命じるものとする。 

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 (2) この要綱の規定に反したとき。 

 (3) 対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は対象事業の遂行が困難となったと

き。 

(園芸用施設の管理) 

第１３条 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、本事業を活用し修

繕した園芸用施設等が園芸施設共済の引受対象となる施設である場合は、園芸施設共済、

民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等（以下「園芸施設共済等」という。）

に加入しなければならない。 

２ 園芸施設共済等の加入期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時期に限定せず、



通年で加入するように努めるものとする。 

(園芸用施設の活用) 

第１４条 補助事業者は、本事業により修繕した園芸用施設等について、原則として事業

完了後３年間、生産及び出荷を継続しなければならない。 

 （補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

  



別表（第４条関係） 

 

園芸用施設等を修繕する場合の補助基準 

事業主体等 施設種別 対象経費等 補助率 

次の要件をすべて満

たす農業者 

(1) 被災した施設で

生産した園芸作物

を市場へ出荷又は

直売施設で販売し

ていた。 

(2) 復旧した施設で

生産した園芸作物

を３年以上市場へ

出荷又は直売施設

で販売する意思が

ある。 

パイプハウ

ス 

対象となる経費 

・被災施設の復旧に必

要な資材に要する経

費 

・園芸施設共済等に加

入している被災施設

を復旧する場合にお

ける補強材（支柱、

筋交い、タイバー

等）の追加に要する

経費 

・被災施設の撤去処分

に係る経費 

 

対象外経費 

・復旧に係る人件費 

・被覆ビニールのみの

復旧に要する経費 

国又は県の補助対象事業

となる場合 

 対象経費に係る自己負

担分（園芸施設共済等の

補償費を除く）の３割以

内 

 

町単独補助事業の場合 

 対象経費の５割以内

（園芸施設共済等の未加

入者は４割以内） 

 

※補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

  



様式第１号（第５条関係） 

    係 長 係 員 

      

 

園芸用施設被害状況報告書 

 

園芸用施設等の被災状況を報告します。 

報 告 日    年  月  日 災害発生日 年  月  日  時 

災 害 発 生 場 所 
 

被 災 施 設 
 

施 設 所 有 者 
 

災 害 原 因 
 

被 災 状 況 

 

損害額（概算） 
 

園芸施設共済等

への加入 
 □加入 ・ □未加入 

関係機関への報

告 

 県農林事務所   □報告済み（報告日   ） ・ □未報告 

 園芸施設共済等  □報告済み（報告日   ） ・ □未報告 

報 告 者 名 
 

 ※報告時に本様式のほか、施設位置図と被災状況が分かる写真を添付すること。 

  



様式第２号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

白川町長 様 

 

                  届出者 住所 

                      氏名又は法人名           

                      （法人の場合は代表者名）   

 

 

園芸用施設災害復旧支援事業の事前着工届 

 

 

 このことについて、下記により交付決定前に着手したいので、白川町園芸用施設災害復

旧支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により届け出ます。 

 

記 

報 告 日     年  月  日 
着工予定日 

完了予定日 

    年  月  日 

    年  月  日 

事 業 内 容 

 

理 由 

 

  

私は、事前着工するに当たり、次の事項について承諾しています。 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間に、気象災害等天災により実施した事業に損失を生じた

場合は、当該損失は自己負担となること。 

２ 交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合におい

ても異議はないこと。 

３ 事前着工する事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては計画変更

してはならないこと。 


